令和３年度税制改正意見について（案）保存期間５年
(令和８年３月末)
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令和３年度税制改正に向けては、以下１．の基本的な考え方に基づき、以下２．の各項目を重点事項とする税制改正意見を提出した上、９月以降、主税局と協議を行っていくこととしたい。

１．基本的な考え方
〇 国税庁では、平成29年６月に「税務行政の将来像」を公表し、ＩＣＴの活用による納税者の利便性の向上及び課税・徴収の効率化・高度化を柱とするスマート税務行政の実現を目指して、各種施策に取り組んでいるところ。
〇 納税者の利便性の向上に向けた具体的な施策としては、例えば、
・ オンラインにより完結できる手続の拡大
・ マイナポータルを活用した所得税申告や年末調整手続の簡素化
・ クラウドを利用した、法定調書の新たな提出方法の整備
などが挙げられる。これらの施策は、ウィズコロナの状況下において手続の非対面化を促進する観点から極めて重要なものであり、その着実な実施を図るべく、必要な税制上の措置についても適時に講じていく必要がある。
〇 課税・徴収の効率化・高度化については、それらを通じ、
・ 軽微な申告誤りの是正処理等は可能な限り自動化するとともに、コンプライアンス意識の高い納税者に対する調査の頻度を減らすなどして、必要な事務量を確保した上、
・ 法令の隙を付いた悪質な事案をはじめ、真に必要な分野に対しては事務量を重点的に投下し、効果的な調査・徴収を実現する
ことに主眼がある。適正・公平な課税・徴収の実現を図る観点から、税制面においても、真に必要な分野における効果的な対応が可能となるよう、必要な措置を講じていくことが重要である。
２．具体的項目（重点事項※）　　※提出意見全体版は別添資料参照。
(1) 納税者の利便性の向上
	現行の制度及び課題
	改正意見（案）

	イ オンラインによる申告・申請等の対象拡大（全手続）
・ 現在、国税に関する申告・申請等のうち、件数ベースでほぼ全ての手続がe-Taxにより行うことが可能。
・ 一方、①臨時に必要となる手続（手持品課税等）、②金融機関など第三者経由で書類を提出する手続（教育資金贈与非課税申告等）、③件数が僅少な手続（不服申立て関連等）についてはe-Taxによることができない（書面対応）。
・ これは、以下の現行制度の下、e-Taxにより個々の入力フォームを提供することが困難であるという事情によるもの。
＜現行制度［オン化法省令］＞
オンラインにより手続を行う場合、
- 申告書等の記載事項は、入力して送信しなければならず、
- 一方、添付書類については、スキャンした画像データを送信する方法によることも許容されている。
	
・ 現在e-Taxによるオンライン申請等ができない左記①～③の手続についてもオンライン申請等が可能となるよう、申告書等の記載事項のうち、入力して送信することができないもの（e-Tax上で入力フォームを提供していないもの）については、スキャンした画像データを送信する方法によりオンライン申請等ができることとする。


	ロ オンラインによる処分通知等の対象拡大
・ ［国税庁告示*］国税当局から納税者に対して行う処分通知等のうち、オンラインによること（e-Taxを利用）ができるのは、①納税者からの更正の請求に基づく減額更正等、②納税証明書等の交付のみ。
* 告示の改正についても税制改正プロセスを経ることが原則。
	
・ 左記①②に加え、以下③④の処分通知等についても、オンラインで行うことができることとする。
③ 所得税の予定納税通知（申請による減額承認等を含む。）
④ 加算税の賦課決定通知
（注）いずれも通知を受ける者の同意が条件（現行①②も同様）。



 (1) 納税者の利便性の向上（続き）

	現行の制度及び課題
	改正意見（案）

	ハ 相談会場の３密を防止するための申告義務の見直し等
a ［所得税法］あらかじめ納付している予定納税や源泉徴収された税額の還付を求める申告であっても、もともと申告義務がある場合（例：サラリーマンの副業所得20万円超等）には、翌年３月15日までに申告を行わなければならないこととされている。
（注）ただし、５年間は申告が可能であり、また、還付申告には加算税も生じないため、実質的には申告義務がない還付申告と同様の扱い。
b ［国税庁告示］所得税申告における添付書類のうち、第三者（保険会社等）から提供された電子データをそのままe-Taxで添付して提出できるものは限定列挙。マイナポータルを活用した申告の簡便化の一環として、第三者からのデータ提供が予定されている生命保険料控除証明書等がその対象。
	
a 相談会場への来場者の平準化を図る観点から、予定納税や源泉徴収税額の還付申告については、全て申告義務なしとする。
（注）
・ 来場者の平準化を図る観点から申告期限自体を後ろ倒しするという案も考えられるが、地方自治体の事務に大きな影響を与えることに留意が必要。本案は、制度と左記実質的な扱いとの平仄をとることにより、平準化に向けた積極的な広報を可能とするもの。
・ このほか、①公的年金等の課税のあり方の見直し、②自宅等からのe-Taxに対するインセンティブ措置についても検討。
b現在、データ提出の対象となっていない添付書類（小規模共済掛金証明書等）についてもデータ提出が可能となるよう、発行者におけるシステム整備の状況を踏まえつつ対象を拡大する。

	二 クラウドを利用した、法定調書の新たな提出方法の整備
a ［オン化省令］申請等（含、法定調書の提出）をオンラインで行う場合、①所定の事項を入力の上、②電子署名等のデータと併せて、③国税庁の使用に係る電子計算機に対して送信するという手法によることとされている。
b ［所得税法］前々年における提出枚数が1000枚以上（令和3年以降は100枚以上）の法定調書については、①e-Tax又は②光ディスクにより提出することが義務付けられている。
	
a 法定調書の提出について、左記①～③によるほか、①´クラウド上に所定のデータを記録した上、②´国税当局に対して当該データに対するアクセス権を付与という手法によることも可能とする。
b 左記の通り法定調書の電子的提出が義務付けられている場合における当該提出方法の一つとして、上記クラウドによる方法を追加する。


(1) 納税者の利便性の向上（続き）
（参考）
以下については、国税庁から税制改正意見を提出するものではないが、納税者利便の向上に向けた施策として、令和３年度税制改正において何らかの措置を行う方向。各国税局の意見等も踏まえつつ、主税局との協議を進める予定。

〇 電子帳簿保存法の見直し
・ 電子帳簿保存法（電帳法）は、税法上保存義務が定められている帳簿や書類を電子的に保存する場合の要件を定めた法律。
・ 帳簿を電子的に保存する場合の主な要件は、①訂正削除履歴が記録されるソフトウェアの利用（データの真正性の確保）、②ディスプレイの設置及び検索機能の確保（可視性の確保）、並びに③税務署長の承認。
・ 主税局からは、③（署長承認）を不要とする見直しの適否について検討を求められている。
・ なお、市販の会計ソフトについては、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が、電帳法上の要件を充足している旨を認証するサービスを実施しており（令和元年９月～）、そうしたソフトをそのまま利用する場合には税務署の審査も簡略化されている。

〇 押印義務の見直し
・ 現行制度上、税務署に提出する申告書や申請書等については、全て押印しなければならないこととされている（国税通則法ほか）。
・ こうした法令上の押印義務については、原則として不要とすることが政府全体の方針（骨太の方針ほか）。
・ 税務署の窓口では、上記法令上の義務があるため、押印のない書類については押印を求めるという言わば形式的な対応を行っているのが実情。
・ 政府方針に従い、原則として不要とする方向で検討を進めるが、例外として押印を求める手続について整理が必要。



(2) 適正・公平な課税・徴収の実現
	現行の制度及び課題
	改正意見（案）

	イ 消費税不正還付への対応
・ ［消費税法施行規則］国際スピード郵便（EMS）を利用した価格20万円以下の物品の輸出については、輸出の事実を証明する書類として受取人の氏名等を記載した帳簿等を保存することが輸出免税の適用要件とされている。
・ 現状、これを悪用し、国内の売上（課税）を国外への輸出（免税）に仮装した事案が散見される。しかしながら、現行法では、「帳簿」の記載に疑義がある場合であっても、
- 形式的には要件を満たしているとともに、
- 取引先が海外であり反面調査が困難である
などのことから輸出として行われた資産の譲渡等であるか確認できないケースが多く、当該輸出取引を否認することが極めて困難な状況。
	
・ EMSを利用した価格20万円以下の物品の輸出について、輸出の事実を証する書類として、受取人の氏名等を記載した帳簿等の保存でなく、ＥＭＳ伝票（郵便局の受領証＋発送者控え）の保存を輸出免税の適用要件とする。
（注）受取人の氏名や品名、数量及び価額が記載されたEMS伝票の保存があれば、輸出の事実を客観的に証明することができることから、それに加えて改めてこれらの事項を記載した帳簿の保存を求める必要はないものと考えられる。


	ロ 国内に拠点を有しない外国法人等に対する調査等
・ ［国税通則法］日本に納税義務のある外国法人が日本国内に拠点を有しない場合等には、国税に関する事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないこととされているが、それを担保するための手段（不履行に対する制裁等）はない。
・ OECDでは国際課税原則（PE課税）の見直しに係る議論が行われているところであり、国内に拠点を有しない外国法人等に対する適正な課税を確保するための方策を検討する必要性が従来以上に高まっている状況。
	
・ 日本に納税義務のある外国法人が、当局の要請に応じず、納税管理人（仮称*）を指定しない場合には、当局がその指定（一定の資本関係等にある国内法人等の中から選定）を行うことができることとする。
* 現行の納税管理人制度は、もともと申告や納付などの事務を処理することを念頭に置いたものであるため、調査への対応を主とする場合には呼称の変更についても検討が必要。


[bookmark: _GoBack] (2) 適正・公平な課税・徴収の実現（続き）
	現行の制度及び課題
	改正意見（案）

	ハ 国際的な徴収回避への対応
a ［国税徴収法］滞納者が納期限前１年内に国内財産*を第三者に無償譲渡等した場合、当該第三者は第二次納税義務を負うが、国外財産の無償譲渡等は本制度の対象外。
* 条文上は「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」が一つの要件。国外財産は直接滞納処分ができないことから本制度の対象には含まれないと整理。
b ［国税徴収法］滞納者が滞納処分を免れる目的で国内財産の隠ぺい等を行った場合は罰則の対象（滞納処分免脱罪）。
一方、
- 徴収共助を免れる目的で国外財産の隠ぺい等を行った場合
- 国外財産について処分等をすれば納税できるにもかかわらず、そうした財産の処分等に応じない場合
は、当該罰則の対象外。
	
a 徴収共助を予期した悪質な国外財産の無償譲渡等を抑止するとともに、国外財産保有者に係る滞納税額の確実な徴収を図る観点から、滞納者から国外財産の無償譲渡等を受けた第三者は第二次納税義務を負うこととする。
b１　滞納処分免脱罪の対象に、徴収共助を免れる目的で行われる国外財産の隠ぺい等の行為を含めることとする。
2  滞納者が徴収共助の対象とはならない国に財産を保有する場合には、国税当局が当該財産の引渡しを命じることができることとした上、当該命令に応じない場合には罰則の対象とする。




（以上）
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